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入札公告

次のとおり、一般競争入札に付します。

平成16年６月４日

支出負担行為担当官

北海道開発局開発監理部長 山中 憲治

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01

○開発営繕第１号

１ 事業概要

(1) 品目分類番号 41、42、75、78

(2) 事業名 苫小牧法務総合庁舎整備等事業

(3) 事業場所 北海道苫小牧市旭町３丁目５番５

(4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者となった場合は、特別目的会社（以

下「ＳＰＣ」という ）を設立し、ＰＦＩ手法（ＢＴＯ方式）による、苫小牧法務総。

合庁舎（以下「本施設」という ）の設計、建設、工事監理及び維持管理に関する業。

務を行う（入居予定官署 札幌地方検察庁苫小牧支部、札幌法務局苫小牧支局 。）

(5) 事業期間 平成31年３月31日まで。

(6) 本事業は、入札時に入札説明書において示す事業計画事項に関する提案を受け付け、

価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する方式（総合評価落札方式）

を採用する。

２ 競争参加資格

(1) 基本的要件

ア 入札参加者は、次のウに掲げる業務を実施する複数の企業により構成されるグルー

プ（以下「応募グループ」という ）であること。また、入札参加者は応募グループ。

を構成する企業の中から応募グループを代表する企業（以下「代表企業」という ）。

を定めるとともに、当該代表企業が入札手続きを行うこと。

イ 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業は、基本協定の締結後

に商法に定める株式会社として設立するＳＰＣに出資を行うこと（代表企業は必ず

ＳＰＣに出資を行うものとするが、代表企業以外の応募グループにあっては、構成

する全ての企業がＳＰＣに出資する必要はない 。なお、ＳＰＣの株主は次の要。）

件を満たすこと。

(ｱ) 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業でＳＰＣに出資した

企業（以下「構成員」という ）は、ＳＰＣの株主総会における全議決権の２分。

の１を超える議決権を保有すること。また、応募グループ以外の株主の議決権保

有割合を出資者中最大にしてはならないこと。

(ｲ) ＳＰＣの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を

保有することとし、北海道開発局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲

渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。

ウ 入札参加者は、代表企業、構成員及び協力会社（構成員以外の者で、事業開始後、

ＳＰＣから直接次の業務を受託又は請負うことを予定している者をいう。以下同じ ）。

を明らかにすること。

(ｱ) 設計業務 本施設の設計業務

(ｲ) 工事監理業務 本施設の工事監理業務

(ｳ) 建設業務 本施設の建設業務
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(ｴ) 維持管理業務 本施設の建築物点検保守・修繕業務、建築設備運転・監視業務、

清掃等業務、除雪業務及び警備業務

なお、代表企業、構成員又は協力会社のうち１者が上記の複数の業務を兼ねて

実施することは妨げないが、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において

関連のある者が工事監理業務と建設業務を兼ねることはできない（ 資本面にお「

いて関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100 分の50を超える株式

を有し、又はその出資の総額の100 分の50を超える出資をしている者をいい、

「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねて

いる者をいう 。また、各業務は代表企業、構成員又は協力会社の間で分担する。）

ことは差し支えない。

エ 代表企業、構成員又は協力会社の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が

生じた場合は、北海道開発局はその事情を検討のうえ、可否の決定をする。

(2) 代表企業、構成員及び協力会社に共通の参加資格要件

次に掲げる条件を全て満たしている者で、北海道開発局長から入札参加資格の決定

を受けた者。

ア 予算決算及び会計令（以下「予決令」という ）第70条及び第71条の規定に該当し。

ない者であること。

イ 本事業に係る業務に対応した北海道開発局における一般競争参加資格の決定を受

けていること（会社更生法（昭和27年法律第172 号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225 号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別

に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること 。。）

ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記イの再決定を受けた者を除く ）。

でないこと。

エ 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料（以下「参

加表明書等」という ）の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局。

長から北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領（昭和60年４月１日付け北開

局工第１号）に基づく指名停止を受けていないこと。

ただし、同要領別表第１の措置要件に該当する指名停止措置であり、指名停止期

間が２週間以下のものであり、かつ法令違反を根拠とするものでない場合はこの限

りでない。

オ 代表企業、構成員又は協力会社のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構

成員又は協力会社でないこと。

カ 本事業に係る調査検討業務の受託者（みずほ総合研究所株式会社（協力事務所と

して三井安田法律事務所）及び株式会社石本建築事務所（協力事務所として株式会

社ファインコラボレート研究所 ）又は当該受託者と資本面若しくは人事面におい）

て関連がある者でないこと（ 関連がある者」とは上記(１)ウなお書きに定める要「

件に該当する者をいう 。。）

キ 入札説明書に定める有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若

しくは人事面において関連がある者でないこと。

(3) 代表企業及び構成員に共通の参加資格要件

経常建設共同企業体は代表企業又は構成員として参加することはできない。
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(4) 設計企業の参加資格要件

設計業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社（以下「設計企業」という ）は、。

次の要件を満たすこと。

ア 北海道開発局における業務区分「建築関係コンサルタント」に係る一般競争参加

資格の決定を受けていること。

イ 建築士法（昭和25年法律第202 号）第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行

っていること。

ウ 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合は、いずれの設計企業においても

ア及びイを満たしている者であること。

設計業務を分担する場合の「分担業務分野」の分類は次による。なお、入札参加

者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外

観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追加することは差し支

えないが、その場合、新たに追加する分担業務分野、当該分野の具体的な業務内容、

当該分野を追加する理由及び主任担当技術者の経歴を明確にしておくこと。

(ｱ) 建築 「建築士法第25条の規定に基づき建築士事務所の開設者がその業務に関

して請求することのできる報酬の基準を定める件 （昭和54年建設省告示第1206」

号）における別表第２―１設計（以下「別表」という ）(１)及び(２)。

(ｲ) 構造 別表(３)及び(４)

(ｳ) 電気設備 別表(５)及び(６) ただし、別表(６)のエレベーター等の設計は除

く。

(ｴ) 機械設備 別表(７)から(10) ただし、別表(６)のエレベーター等の設計を含

む。

(ｵ) 積算 別表(１)から(４)に関する積算業務

エ 次に掲げる業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。ま

た、上記ウに示す分担業務分野以外の分野を追加する場合にあっては、管理技術者

の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置できることとし、当

該分野の主任担当技術者は、次のオ、キ及びケの要件を満たしていなければならな

い。

(ｱ) 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務。

(ｲ) 建築主任担当技術者については、別表(１)及び(２)の業務について、管理技術

者の下で担当技術者を統括する業務。

(ｳ) 構造主任担当技術者については、別表(３)及び(４)の業務について、管理技術

者の下で担当技術者を統括する業務。

(ｴ) 電気設備主任担当技術者については、別表(５)及び(６)の業務について、管理

技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表(６)のエレベーター等の

設計は除く。

(ｵ) 機械設備主任担当技術者については、別表(７)から(10)の業務について、管理

技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表(６)のエレベーター等の

設計を含む。

(ｶ) 積算主任担当技術者については、別表(１)から(４)までの業務に関する積算業

務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。

オ 管理技術者及び建築主任担当技術者は設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。
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カ 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者については、一級建築

士であること。電気設備主任担当技術者は、一級建築士、建築設備士又は技術士

（電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気・電子」又

は「建設」とする者）に合格した者）であること。機械設備担当主任技術者は、一

級建築士、建築設備士又は技術士（機械部門（選択科目を「流体機械」又は「暖冷

房及び冷凍機械」とする者 、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門（選）

択科目を「機械―流体機械 「機械―暖冷房及び冷凍機械 「水道」又は「衛生工」、 」、

学」とする者）に合格した者）であること。

キ 配置予定技術者が国家公務員の場合は国家公務員法（昭和22年法律第120 号）第

103 条第１項及び第３項の規定を、地方公務員の場合は地方公務員法（昭和25年法

律第261 号）第38条第１項の規定を満足していること。

ク 次に掲げる基準を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。

(ｱ) 平成６年４月１日以降に、次の(エ)に示す業務（施設の建設工事の完成・引渡

しが完了したものであって、基本設計及び実施設計（積算の主任担当技術者は積

算業務 ）に携わった者に限る ）に携わった実績を有する管理技術者並びに建。 。

築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者、機械設備主

任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。

(ｲ) 携わった実績については、次の(エ)のうち管理技術者並びに建築主任担当技術

者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあっては(エ)ａの、電気設備

主任担当技術者にあっては(エ)ｂの、機械設備主任担当技術者にあっては(エ)ｃ

の項目に該当する実績を有する者であること。また、海外の実績についても条件

を満たしていれば認める。

(ｳ) 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ１名とし、互いに兼務することは

認めない。

(ｴ) 実績要件

ａ 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算主任担当技

術者

(a) 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設。なお、類似施設とは事務室、会議

室、研修室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室（いずれも空気調和

設備を有する部分に限る。以下「事務室等」という ）の床面積（これに付。

随する共用部分の床面積を含む ）が当該施設の延べ面積の過半を占める施。

設又は事務室等に該当する部分の床面積（これに付随する共用部分の床面積

を含む ）が次の(ｃ)の要件を満たす施設を指すものとする。。

(b) 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

(c) 建物規模 延べ面積3,000㎡以上

(d) 建築物の階数 地上３階以上

ｂ 電気設備主任担当技術者

(a) 建物用途 上記２(４)ク(エ)ａ(ａ)に同じ。

(b) 建物規模 上記２(４)ク(エ)ａ(ｃ)に同じ。

(c) 建築物の階数 上記２(４)ク(エ)ａ(ｄ)に同じ。

(d) 工事種目 電灯設備、火災報知設備

ｃ 機械設備主任担当技術者

(a) 建物用途 上記２(４)ク(エ)ａ(ａ)に同じ。
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(b) 建物規模 上記２(４)ク(エ)ａ(ｃ)に同じ。

(c) 建築物の階数 上記２(４)ク(エ)ａ(ｄ)に同じ。

(d) 工事種目 空気調和設備、排水設備

ケ 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、原則とし

て変更を認めない。

コ 建築主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業務（工事監理業務

を除く。特定後未契約のものも含む ）が、原則として４件未満であること。。

(5) 工事監理企業の参加資格要件

工事監理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社（以下「工事監理企業」とい

う ）は、次の要件を満たすこと。。

ア 北海道開発局における業務区分「建築関係コンサルタント」に係る一般競争参加

資格の決定を受けていること。

イ 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。

ウ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合は、いずれの工事監理企

業もア及びイを満たしている者であること。

エ 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること。な

お、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を総括し、工事監理

者を補助する業務とする。

(ｱ) 工事監理者については、建築基準法（昭和25年法律第201 号）第５条の４第２

項に規定する業務及び総括に関する業務。

(ｲ) 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、別表(２)及び(４)に関

する実施設計図書に基づく工事監理。

(ｳ) 電気設備監理主任技術者については、別表(６)に関する実施設計図書に基づく

工事監理。ただし、別表(６)に関するエレベーター等の設計は除く。

(ｴ) 機械設備監理主任技術者については、別表(８)及び(10)に関する実施設計図書

に基づく工事監理。ただし、別表(６)に関するエレベーター等の設計を含む。

オ 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気設備監理主任技術

者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。

カ 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気設備監理主任技術

者及び機械設備監理主任技術者は、平成６年４月１日以降に完成・引渡しが完了し

た次の要件を満たす新営工事の工事監理実績を有することとし、工事監理者の実績

については建築基準法第５条の４第２項に規定する工事監理者としての実績である

こと。なお、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障ないが、

工事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいずれも認めない。

(ｱ) 工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者については、次の

(６)ウ(ア)の要件を満たす者とする。さらに工事監理者については、躯体、外装

及び内装を含むほか、電灯設備、火災報知設備、空気調和設備、排水設備及び昇

降機設備のいずれもシステム一式を含むこと。また、建築監理主任技術者、構造

監理主任技術者については躯体、外装及び内装を含むこと。

(ｲ) 電気設備監理主任技術者については、次の(６)ウ(イ)に示す要件を満たす者と

する。また、次の(６)ウ(イ)ｄに示す工事種目の全てのシステム一式を含むこと。
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(ｳ) 機械設備監理主任技術者については、次の(６)ウ(ウ)に示す要件を満たす者と

する。また、次の(６)ウ(ウ)ｄに示す工事種目の全てのシステム一式を含むこと。

(6) 建設企業の参加資格要件

建設業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社（以下「建設企業」という ）は、。

次の要件を満たすこと。

ア 北海道開発局における工事区分「建築 「電気」又は「管」に係る一般競争参加」、

資格の決定を受けていること。

イ 次の(ア)から(ウ)までの各工事に携わる建設企業は、北海道開発局における一般

競争参加資格の決定の際に算定した点数（経営事項評価点数）が、次の点以上であ

ること（上記アの再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価

点数が(ア)から(ウ)に示す点数以上であること 。。）

(ｱ) 建築 1,200 点以上

(ｲ) 電気 1,010 点以上

(ｳ) 管 910 点以上

ウ 次の(ア)から(ウ)までの各工事に携わる建設企業は、平成６年４月１日以降に元

請として完成・引渡しが完了した(ア)から(ウ)に掲げる基準を満たす新営工事を施

工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以

上の場合のものに限る 。なお、複数の建設企業が(ア)、(イ)又は(ウ)の工事を共。）

同して行う場合にあっては、そのうち１者が当該施工実績を有すること。

(ｱ) 建築工事

ａ 建物用途 上記２(４)ク(エ)ａ(ａ)に同じ。

ｂ 構造 上記２(４)ク(エ)ａ(ｂ)に同じ。

ｃ 建物規模 上記２(４)ク(エ)ａ(ｃ)に同じ。

ｄ 建築物の階数 上記２(４)ク(エ)ａ(ｄ)に同じ。

(ｲ) 電気設備工事

ａ 建物用途 上記２(４)ク(エ)ｂ(ａ)に同じ。

ｂ 建物規模 上記２(４)ク(エ)ｂ(ｂ)に同じ。

ｃ 建築物の階数 上記２(４)ク(エ)ｂ(ｃ)に同じ。

ｄ 工事種目 上記２(４)ク(エ)ｂ(ｄ)に同じ。

ただし、工事種目は電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績でも

よいが、それぞれａからｃまでの全ての条件を満たす工事とする。

(ｳ) 管工事

ａ 建物用途 上記２(４)ク(エ)ｃ(ａ)に同じ。

ｂ 建物規模 上記２(４)ク(エ)ｃ(ｂ)に同じ。

ｃ 建築物の階数 上記２(４)ク(エ)ｃ(ｃ)に同じ。

ｄ 工事種目 上記２(４)ク(エ)ｃ(ｄ)に同じ。

ただし、工事種目は空気調和設備と排水設備が別々の機械設備工事の実績でも

よいが、それぞれａからｃまでの全ての条件を満たす工事とする。

エ 次の(ア)から(ウ)までの各工事に携わる建設企業は、それぞれ(ア)から(ウ)まで

の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。な

お、複数の建設企業が(ア)、(イ)又は(ウ)の工事を共同して行う場合にあっては、

そのうち１者が次の技術者を配置できること。

(ｱ) 建築工事
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ａ 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

ｂ 平成６年４月１日以降に、上記ウ(ア)の基準を満たす新営工事（建築一式工

事）を元請として施工した経験を有する者であること（共同企業体の構成員と

しての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る 。。）

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者又はこれに準ずる者であること。

(ｲ) 電気設備工事

ａ 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

ｂ 平成６年４月１日以降に、上記ウ(イ)の基準を満たす新営工事（工事種目に

ついてシステム一式を施工していること ）を元請として施工した経験を有する。

者であること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場

合のものに限る 。。）

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者又はこれに準ずる者であること。

(ｳ) 管工事

ａ 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

ｂ 平成６年４月１日以降に、上記ウ(ウ)の基準を満たす新営工事（工事種目に

ついてシステム一式を施工していること ）を元請として施工した経験を有す。

る者であること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の

場合のものに限る 。。）

ｃ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者又はこれに準ずる者であること。

(7) 維持管理企業の参加資格要件

維持管理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社（以下「維持管理企業」とい

う ）は、平成16・17・18年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）において、。

資格の種類が「役務の提供等（建物管理等各種保守管理 、競争参加地域が「北海道 、）」 」

等級が「Ａ 「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされている者であること。」、

３ 総合評価に関する事項

(1) 入札参加者は入札書及び第二次審査資料（以下「事業提案」という ）をもって入札。

し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、(２)によって得られる基礎点と評

価点の合計を入札価格で除した数値（以下「評価値」という ）が最も高い者を落札者。

とする。

(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する選定基準に基づき審査する。た

だし、事業提案に要求範囲外の内容が記載されていた場合、その部分は採点の対象と

しない。

ア 事業提案が業務要求水準（必須項目）を全て充足しているかについて審査を行い、

審査結果において事業提案が全ての業務要求水準（必須項目）を充足している場合

は合格とし、１項目でも充足しない又は記載のない場合は不合格とする。なお、合

格者については基礎点を付与する。

イ 事業提案のうち北海道開発局が特に重視する項目（評価項目）について、その提

案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて評価点を付与する。

評価項目は、事業目的を適正かつ確実に実施する事業主体、総合的な行政サービス

提供施設の充実、機能的で使いやすい室内空間の実現、高齢者・障害者の利用への
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配慮、周辺環境に調和した施設、環境負荷の低減、長期耐用性の確保、効率的で質

の高い維持管理の８項目とする。

ウ アにおいて、評価値が最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決定する。

４ 入札手続等

(1) 担当部局

〒060 ―8511 北海道札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎

北海道開発局営繕部営繕管理課営繕契約専門官 西田 宙史

電話011 ―709 ―2311(内線5715)

(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法

平成16年６月４日から平成16年８月25日まで URL:http://www.hkd.mlit.go.jpに

て交付する。

(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法

平成16年６月25日８時30分から平成16年７月１日17時00分まで 上記４(１)に同じ

持参すること。

(4) 入札書及び事業提案の提出日時、場所及び方法

ア 持参する場合の提出期限は、平成16年８月26日17時00分。提出先は、上記４(１)

に同じ。

イ 郵便（書留郵便に限る ）による入札の受領期限は、平成16年８月25日17時00分。。

郵送先は、上記４(１)に同じ。

(5) 開札の日時及び場所

平成16年10月21日10時00分北海道開発局３階入札執行室にて行う。

５ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除。

イ 契約保証金 免除。ただし、ＳＰＣは建設工事の履行を確保するため、各事業着

手日から施設引渡日までを期間として、苫小牧法務総合庁舎に係る建設工事費、調

査設計費及び工事監理費に相当する金額の100 分の10以上について、支出負担行為

担当官又はＳＰＣを被保険者とする履行保証保険契約を締結し、事業契約締結後速

やかに当該履行保証保険契約に係る保険証券を支出負担行為担当官に寄託すること。

なお、ＳＰＣを被保険者とする履行保証保険契約が設計企業、建設企業及び監理企

業によって締結される場合は、ＳＰＣの負担により、その保険金請求権に事業契約

に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を支出負担行為担当官のために設

定するものとする。

(3) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参加表明書等に虚偽の記載をし

た者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札説明書で

指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で

定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。

(5) 手続における交渉の有無 無。
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(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 本事業の係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の

契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記４(１)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記２(２)イ、２(４)ア、２(５)

ア、２(６)ア又は２(７)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４

(３)により参加表明書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札

の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

(10) 詳細は入札説明書による。

６ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Kenji Yamanaka,

Director of Development Administration Department, Hokkaido Regional Development

Bureau

(2) Classification of the services to be procured : 41, 42, 75, 78

(3) Subject matter of the contract : PFI-based design, construction and operation

of the Tomakomai Government Office Building for the Ministry of Justice

(BTO-scheme)

(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for

the qualification : 5:00 p.m. １ July 2004

(5) Time-limit for the submission tenders : 5:00 p.m. 26 August 2004

(tenders submitted by mail 5:00 p.m. 25 August 2004)

(6) Contact point for tender documentation : Hiroshi Nishita, Contracts Section,

Government Buildings Administration Division, Government Buildings Department,

Hokkaido Regional Development Bureau, North ８, West ２, Kita―ku, Sapporo,

Hokkaido 060 ―8511, Japan TEL 011 ―709 ―2311 ext.5715


